
これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障害者
等が、積極的に参加・貢献していくことができる社会である。それは、誰
もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互
に認め合える全員参加型の社会である。このような社会を目指すことは、
我が国において最も積極的に取り組むべき重要な課題である。
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